
24－広報つくばみらい８月号（No.41）－

都
市
計
画(

公
園)

　
　

変
更
案
の
縦
覧

　
市
で
は
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
園
（
伊
奈
・
谷
和
原
丘
陵

部
地
区
内
の
公
園
の
追
加
）
の
変
更

案
を
縦
覧
し
ま
す
。
こ
の
案
に
意
見

の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
８
月
28
日
㈮
～
９                 

　

月
11
日
㈮　

※
閉
庁
日
を
除
く

▼
提
出
方
法
＝
縦
覧
期
間
中
に
、
意

　

見
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出

※
郵
送
の
場
合
は
９
月
11
日
㈮
必
着

▼
提
出
先
＝
市
都
市
計
画
課
（
つ
く

　

ば
み
ら
い
市
加
藤
２
３
７
）

▼
縦
覧
場
所
＝
市
都
市
計
画
課

　
  

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課
☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
６
１
）

   
茨
城
県
自
由
業
団
体
連
絡
協
議
会

で
は
、
会
員
の
弁
護
士
、
司
法
書
士
、

行
政
書
士
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、

社
会
保
険
労
務
士
、
土
地
家
屋
調
査

士
、
不
動
産
鑑
定
士
な
ど
が
無
料
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

法
律
や
行
政
、
税
務
、
会
計
、
労

働
・
社
会
保
険
、
不
動
産
に
つ
い
て

ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
９
月
６
日
㈰
午
前
９
時 

　

30
分
～
午
後
３
時
（
午
後
２
時
30

　

分 

受
付
終
了
）

▼
申
込
方
法
＝
当
日
受
付
順

　

※
事
前
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
場
所
＝
水
戸
市
民
会
館
（
水
戸
市

　

中
央
１
‐
４
‐
１
）

　

  

社
団
法
人
茨
城
県
不
動
産
鑑
定

協
会
事
務
局
☎
０
２
９ 

‐
２
４
６
‐

１
２
２
２

悪
質
商
法
に
ご
注
意
を

◎
「
市
役
所
の
防
災
課
を
名
乗
る
者

が
や
っ
て
き
て
、『
消
火
器
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
い
も

の
は
新
し
い
物
と
交
換
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。』
と
勧
誘
さ
れ
、
消
火

器
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
相

談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

市
役
所
で
は
一
般
家
庭
を
訪
問
し

て
消
火
器
を
販
売
す
る
こ
と
は
あ
り

問全
国
一
斉
成
年
後
見
相
談
会

▼
日
時
＝
９
月
21
日
㈷
午
前
10
時
～

　

午
後
３
時

▼
会
場
＝
ロ
ッ
ク
シ
テ
ィ
守
谷
店
内

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
（
守
谷
市

　

百
合
ケ
丘
）

▼
相
談
内
容
＝
遺
言
と
成
年
後
見
に

　

関
す
る
個
別
相
談

▼
費
用
＝
無
料

▼
予
約
方
法
＝
事
前
に
電
話
で
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　

   

㈳
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・

申
問

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
茨
城
支
部
☎

０
２
９
‐
３
０
２
‐
３
１
６
６
、
茨

城
司
法
書
士
会
☎
０
２
９
‐
２
２
５

‐
０
１
１
１

 　
　

労
働
相
談

　

茨
城
労
働
局
で
は
、
労
使
間
の
ト

ラ
ブ
ル
解
雇
、
配
置
転
換
、
出
向
、

雇
止
め
、労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
、

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
で
お
困

り
の
方
に
対
し
、
個
別
労
働
関
係

紛
争
解
決
促
進
法
に
基
づ
き
、
①
総

合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
情

報
提
供
・
相
談
、
②
労
働
局
長
に
よ

る
助
言
・
指
導
、
③
紛
争
調
整
委
員

会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
制
度
の
運
用
に

よ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
・
早

期
解
決
の
た
め
の
お
手
伝
い
し
ま
す

（
無
料
）。
詳
し
い
こ
と
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

茨
城
労
働
局
企
画
室
☎
０
２
９

‐
２
２
４
‐
６
２
１
２
、
ま
た
は
常

総
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
（
常
総

労
働
基
準
監
督
署
内
）
☎
０
２
９
７

‐
２
２
‐
０
２
６
４

問
　

９
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
９
月
10
日
㈭
～
14
日
㈪

※
定
例
総
会
は
、
９
月
25
日
㈮
の
予

農
業
委
員
会
各
種
申
請

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

定
で
す
。

　

  

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事
務

局
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
２
０

～
８
１
２
２
）

問問

ま
せ
ん
の
で
、
十
分
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

 　

谷
和
原
庁
舎
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
☎
25
‐
３
２
８
８

◎
東
京
電
力
を
名
乗
り
、
あ
ら
か
じ

め
お
客
さ
ま
に
電
話
を
し
た
う
え
で

訪
問
し
、
ブ
レ
ー
カ
ー
の
点
検
と
修

理
を
装
っ
て
高
額
な
修
理
代
を
請
求

す
る
と
い
う
詐
欺
事
件
が
発
生
し
ま

し
た
。

　

不
審
に
思
わ
れ
た
場
合
は
、
東
京

電
力
・
茨
城
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

 

東
京
電
力
・
茨
城
カ
ス
タ
マ
ー

セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
‐
９
９
５
‐

３
３
２

問問つ
く
ば
み
ら
い
消
防
署

普
通
救
命
講
習
会

　

け
が
や
病
気
な
ど
で
呼
吸
や
心
臓

が
停
止
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
人
工

呼
吸
や
胸
骨
圧
迫
は
知
識
が
な
い
と

処
置
で
き
ま
せ
ん
。
人
を
救
う
知
識

技
能
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
も
消
防

署
で
行
う
普
通
救
命
講
習
会
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
３
人
以
上
の
方
が
集
ま
れ

ば
、
随
時
開
催
し
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
９
月
６
日
㈰
午
前
9
時
～

　

正
午

▼
会
場
＝
市
伊
奈
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者
＝
中
学
生
以
上

▼
定
員
＝
20
人

▼
内
容
＝
人
工
呼
吸
・
胸
骨
圧
迫
・

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
法
・
止
血
法

※
講
習
会
終
了
時
に
修
了
証
を
交
付

 　
　

 

つ
く
ば
み
ら
い
消
防
署
・
警

防
係
☎
58
‐
０
１
１
１

申
問

  

茨
城
県
自
由
業
団
体
連

  

絡
協
議
会
無
料
相
談
会

 

防
火
管
理
・
危
険
物
管
理

各
種
講
習
会
・
試
験

◎
甲
種
防
火
管
理
資
格
取
得
講
習
会

▼
期
間
＝
10
月
８
日
㈭
～
９
日
㈮

▼
会
場
＝
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
茨
城

　
（
常
総
市
水
海
道
高
野
町
５
９
１
）

▼
定
員
＝
80
人

▼
受
講
料
＝
５
０
０
０
円
（
防
火
協

　

会
加
入
事
業
所
４
５
０
０
円
）

▼
申
し
込
み
＝
９
月
７
日
㈪
か
ら

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

　
　
　

常
総
広
域
消
防
本
部
予
防
課

（
常
総
市
水
海
道
山
田
町
８
０
８
）

☎
23
︲
０
９
０
４

◎
危
険
物
取
扱
者
試
験
（
甲
・
乙
種

第
１
～
第
６
種
丙
種
）

▼
期
日
＝
10
月
25
日
㈰

▼
会
場
＝
下
館
工
業
高
等
学
校
（
筑

　

西
市
玉
戸
１
３
３
６
︲
１
１
１
）

▼
申
請
期
間
＝
９
月
1
日
㈫
～
16
日
㈬

※
願
書
は
市
内
消
防
署
（
出
張
所
）

　

に
用
意

　
　
　

㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

茨
城
支
部
☎
０
２
９
︲
３
０
１
︲

１
１
５
０

◎
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

（
中
期
乙
種
第
４
類
）

▼
期
間
＝
９
月
29
日
㈫
～
30
日
㈬

  

講
習
会
お
よ
び
試
験
が
、
次
の
と

お
り
行
わ
れ
ま
す
。

申
問

申
問

 ◇ 9/6㈰～ 9/12㈯は、救急医療週間です ◇ 


